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各 種 測 定 

分類 測定の内容 実施回数 備考 

空気 室内空気測定 

（温度、相対湿度、気流、CO、CO2、浮

遊粉塵量、騒音、照度） 

月１回 

３０ポイント程度 

（監督員の指示する箇所） 

室内空気測定（７階 特別支援学校） 

（換気、温度、相対湿度、浮遊粉塵、気流、

一酸化炭素、二酸化窒素、照度、まぶしさ、

騒音レベル、塩素ガス及び二酸化炭素（屋

内プール）） 

年２回 

５ポイント程度 

（監督員の指示する箇所） 

令和 1年度：1回 

令和 2、3年度：各 2回 

令和 4年度：１回 

ダニ又はダニアレルゲン 

年１回 

２ポイント程度 

（監督員の指示する箇所） 

令和 2～4年度：各 1回 

作業環境測定（空気中の特別有機溶剤およ

び有機溶剤の濃度） 

年２回 

１２室１５項目程度 

（監督員の指示する箇所） 

令和 1年度：1回 

令和 2、3年度：各 2回 

令和 4年度：１回 

水質 上水の残留塩素 週１回 ２ヶ所 

上水の水質検査 
年１回 

省略不可１１項目及び残塩 

令和 1～3年度：各 1回 

年１回 

ビル管理法２８項目 

（ビル管理法１６項目＋ 

 消毒副生成物１２項目） 

令和 2～4年度：各 1回 

上水の水質検査（味・臭気・濁り・色） 日１回  

中水の水質検査（pH・臭気・残留塩素） 日１回  

中水の水質検査（大腸菌群数） 月１回  

防災用井戸の水質検査 
年１回 

水道法に基づく 

５１項目検査 

下水排水の水質検査 月１回 ２ポイント 

他 各種ポンプの絶縁抵抗の測定 月１回  

無影灯の照度測定 年１回  

 上記については、厚生省「建築物環境衛生管理基準（法第４条、令第２条、規第２条

第３条第４条）、文部科学省「学校環境衛生基準（学校保健安全法第６条第１項）」及

び労働安全衛生法第６５条に基づく。 

 


